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いま
す

みんな一緒に 
『すくすくひろば』へ 

－地域子育て支援センター－ 

◆電話・来訪相談もご利用ください 
　63-6066 

（月～金 9：00～17：00　　　　　 
　　　　　　受け付けています） 

保護者の交流の場としても 
ご利用下さい 

��：��～��：�� 参加無料 

 《すくすくひろば　6月の日程》 

●田 保 育 所　6／ 8　 みんなで遊ぼう　　　 

●港 保 育 所　6／15　うた・手遊び・元気に遊ぼう 

●向島保育所　6／15　七夕飾りを作ろう 

《ひまわりひろば》 
　　●ひまわり保育園　6／13　シャボン玉あそび 
　　　　　　　　 　　 6／27　リズムあそび 

　任期満了に伴う湯浅町農業委員会委員一般選挙の日程が、
来る7月5日告示、7月10日投票と決まりました。 
　湯浅町農業委員会は、農地等利用関係の調整をはじめと
した農業全般にわたる問題を、農業者の創意と自主的努力
によって総合的に解決していくことを目的とした機関とし
て「農業委員会等に関する法律」に基づいて湯浅町に設置
されているものです。 
　農業委員会委員一般選挙は、この委員会の委員（定数
15名、選挙による選出は11名）を選ぶ大切な選挙です。
有権者のみなさんは、みんなそろって投票しましょう。 

　◆投　 票　 日：平成17年7月10日 (日 ) 
　◆告　 示　 日：平成17年7月　5日 (火 ) 
　◆投票できる人：平成17年1月1日現在調製、3月31
　　　　　　　　　日31日確定の湯浅町農業委員会委員
　　　　　　　　　選挙人名簿に登録されている人 
　立候補予定者説明会  
　　立候補を予定している方は、下記のとおり説明会を開 
　催しますのでご出席ください。 
     （1）日　時　　6月10日（金） 
　　　　　　　　　16：30～ 
     （2）場　所      総合センター　2階婦人学習室 
 
※詳しくは、湯浅町選挙管理委員会（役場総務企画課内　
　64－1108)までお問い合わせください。 

　5月1日付けで、町職員の人事異動がありました。 
　※（　）内は、旧職名 
係　長 
◆住民環境課環境係長 
　竹井　博行(税務課徴収係長) 
退　職〔4月30日付け〕 
　崎山　紀夫(住民環境課環境係長) 

　高齢者で社会活動にご活躍されている方の研修の場として、
和歌山県洋上老人大学「長寿丸」事業が行われます。町内
にお住まいの満65歳以上（平成17年9月1日現在）の健
康な方で、研修結果を生かして積極的に活動される方を募
集します。ただし、一度参加された方は申し込みできません。
なお、申込者が多数の場合は抽選とさせていただきます。 
◆募集人員：1名 
◆日　　程：9月27日 (火 )～9月29日 (木 ) 
◆行 き 先：屋久島（鹿児島県） 
◆参 加 費：30,000円 
◆申 込 先：7月15日（金）までに役場健康福祉課まで
　　　　　　お申し込みください。 
　詳しくは、役場健康福祉課福祉係までお問い合わせくだ
さい。 

　最近、公道に私有物が置かれているのを多く見かけます。
景観及び通行の妨げとなりますので、公道には私有物を絶
対に置かないでください。 

◆展　　示：写真展　有田退職教員協議会カメラサークル 
◆期　　間：6月2日（木）～7月12日（火） 
◆開館時間：9：00～17：00 
◆休 館 日：毎週水曜日 

　展示作品募集！！ 
　平成14年度にオープンして以来、町内を訪れる方々
に喜ばれ、観賞いただいてきました。今後も多くの作品
を展示していきたいと考え、展示作品の募集をします。
詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。 

　県下の代表的な作品が一堂に展覧されます。美術に興味
のある方はもちろん、日頃あまり美術に親しんでいない方
にも、美術を身近に感じていただくのに絶好の機会です。 
◆開催期間：6月15日（水）～6月19日（日） 
◆時　　間：9：00～17：00 
◆場　　所：有田郡民体育館　　 
◆入 場 料：無料 

・農地と隣接しているところでは、散布の前に周辺住民の
　方などへ連絡しましょう。 
・風向き、時刻に配慮し、農薬が飛び散らないように万全
　の注意をはらいましょう。 
・散布時の使用量を把握し残液が出ないように心がけ、農
　薬容器及び散布器具の洗浄水についても、水路、河川に
　流れ込まないよう十分注意しましょう。 
・散布するときは、必ず使用前に農薬のラベルを十分確認し、
　安全使用基準に基づいて使用しましょう。 

◆受験資格：昭和60年4月2日～昭和63年4月1日 
　　　　　　生まれの方 
◆試 験 日：第1次試験 9月4日 (日 ) 
◆申込受付：6月21日（火）～6月28日（火） 
　　　　　　（6月28日消印有効） 
◆申 込 先：人事院近畿事務局　 
　　　　　　〒553-8513大阪市福島区福島1-1-60 
　詳しくは、人事院近畿事務局 (　　06-4796-2191)・
大阪国税局人事第二課（　06-6941-5331）または湯浅
税務署税務課までお問い合わせください。また、大阪国税
局ホームページ (http://www.osaka.nta.go.jp)にも掲載
しています。 

　児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届けを提出
しなければなりません。 
　この現況届は、児童手当等を引き続き受ける要件がある
かどうかを確認するためのものです。提出がないと、6月
分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 
※健康保険被保険者証の写しが必要です。他に、必要に応
　じて提出していただく書類もありますので、詳しくは、
　役場健康福祉課児童係までお問い合わせください。 

　国民年金、厚生年金の各種相談を、社会保険事務所の相談
員がお受けします。年金受給、保険料納付状況等についてお
気軽にご相談ください。保険料の徴収も行いますので、納め
忘れのある方はお越しください。 
◆日時：6月22日（水）　10：00～15：00　 
◆場所：役場第2庁舎　1階 
※一人ひとりのデータを基に説明しますので、基礎年金番号
　のわかるもの（年金手帳・保険料納付書・年金証書等）をご
　持参ください。 

　平成16年度中の公文書開示 (個人情報開示 )請求は、2
件ありました。内訳は、開示1件、非開示1件です。平成
17年4月1日の機構改革により、事務局が住民環境課か
ら総務企画課に変わりました。 

◆重度心身障害児者医療費 
　重度心身障害児者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を
図るために、医療費の助成を行っています。 

※ただし、所得制限があります。 
 
◆乳幼児医療費 
　乳幼児の健康の保持並びに児童の福祉の向上を図るために、
医療費の助成を行っています。 

上記各医療制度に該当される方は、役場住民環境課国保係
へ申請してください。 
詳しくは、役場住民環境課国保係までお問い合わせください。 

　　いじめ・体罰・登校拒否・子どもの虐待など、子ども
　　の人権にかかわるすべての問題について、子どもの人
　　権専門委員が電話相談に応じます。 
　　無料で電話相談に応じています。 
　　秘密は守られます。 
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